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 １ 

１ 計画策定の意義 

 快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に

支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、資源循環型の持続発展可能な社会を形

成していく必要がある。 

 その為には、社会を構成するそれぞれの立場でその役割を認識し履行していくことが

重要である。 

 廃棄物処理施設の確保は、非常に困難なものとなっており、本市においては、東京の

通勤圏として宅地化が進み、昭和５６年を最後に最終処分場の確保は不可能な状況とな

ったため、現在は他市町村にごみ焼却灰などの処分を委ねている。ごみの処理処分につ

いては、自区域で行うことが原則となっており、ごみの減量・資源化の促進は重要な事

項である。 

 本計画は、このような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律（以下「法」という）第８条に基づいて、一般廃棄物の中で大きな比率を占

める容器包装廃棄物を分別収集することにより、ごみの減量・資源化の促進をし、資源

の確保、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・市それぞれの役割と具体的な

推進方策を明らかにするとともに、関係者が一体となって取り組むべき方針を示したも

のである。 

 本計画の推進により、容器包装廃棄物の減量と資源循環型社会の形成を図るものであ

る。 

 

２ 基本的方向 

 本計画を実施するにあたり、基本的方向を以下に示す。 

①市民・事業者・行政の協働により持続可能な循環型社会の実現を目指す 

②２Ｒのさらなる推進と環境負荷の低減を進める 

③安全で安定した廃棄物の収集運搬及び処理体制を構築する 

 

３ 計画期間 

 本計画の計画期間は、令和８年４月を始期とする５年間とし、令和１０年度に見直す。 

 

４ 対象品目 

 本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器

(無色、茶色、その他の色)、ペットボトルを対象とする。 

 

 

 

 



 

 ２ 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法８条第２項第１号） 

（単位：ｔ） 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

容器包装廃棄物 14,875 15,003 15,181 15,324 15,436 

 ※上記排出量見込みに、有価物回収協同組合が回収している段ボール及び紙パックも含まれている。 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法８条第２項第２

号） 

 容器包装廃棄物の排出抑制のため、以下の方策を実施していく。 

 また、船橋市廃棄物減量等推進員（通称名：クリーン船橋５３０推進員）その他地域

住民組織による資源化の活動を推進する。 

①教育・啓発活動の充実 

 環境イベントの開催や、出前講座をはじめ、各施策の拡充及び効果的な啓発を実施

する。 

 子ども向けの出前講座や、環境教育に活用できるコンテンツの充実を図り、若年層

への啓発を実施する。 

 ごみ処理施設の見学会等の機会にごみの減量・資源化の必要性を啓発する。 

市民に対し、ごみ減量啓発バスによるごみ処理施設の見学会・５３０推進員講習会

などの機会を活用し、最終処分場の逼迫・ごみ処理経費などのごみ処理に係る情報を

提供し、認識を深めてもらう。 

 さらに、ごみの排出抑制・再生利用の意義及び効果・ごみの適切な排出方法などの

教育啓発を、ごみ減量啓発紙の「家庭ごみの出し方・リサちゃんだより」の発行によ

り積極的に行う。 

 クリーン船橋５３０推進員により、ごみの減量、資源分別回収の推進運動やごみの

適正な排出指導を実施する。 

  市と町会・自治会や市民を繋ぐ環境指導員（市職員）は、ごみ分別や排出指導、

ごみの減量・資源化に関する啓発等を専門的に担当する職員が「動く回覧板」として、

普及啓発を地域単位で行っていく。 

 

②詰め替え商品の推奨、マイボトル運動などの発生抑制行動の推奨 

 パンフレット、啓発チラシ等により、マイボトルの持参運動や詰め替え商品等の推

奨を行う。 

 

 

 

 



 

 ３ 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分（法８条第２項第３号） 

 

収集に係る 

分別の区分 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

カン 

スチール製容器 
     

     

アルミ製容器 
     

     

ビン 

無色の 

ガラス製容器 

     

     

茶色の 

ガラス製容器 

     

     

その他色の 

ガラス製容器 

     

     

ペット 

ボトル 
ペットボトル 

     

     

 



 

 ４ 

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法８条第２

項４号） 

分別基準適合物量等                        （単位：ｔ） 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

スチール製容器 

(合計) 

646 
(合計) 

620 
(合計) 

596 
(合計) 

572 
(合計) 

547 

(引渡量) 

0 
(独自処理量) 

646 
(引渡量) 

0 
(独自処理量) 

620 
(引渡量) 

0 
(独自処理量) 

596 
(引渡量) 

0 
(独自処理量) 

572 
(引渡量) 

0 
(独自処理量) 

547 

アルミ製容器 

(合計) 
1,155 

(合計) 
1,156 

(合計) 
1,161 

(合計) 
1,162 

(合計) 
1,159 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,155 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,156 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,161 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,162 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,159 

 

無色の 

ガラス製容器 

(合計) 
1,575 

(合計) 
1,557 

(合計) 
1,543 

(合計) 
1,524 

(合計) 
1,502 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,575 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,557 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,543 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,524 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

1,502 

 

茶色の 

ガラス製容器 

(合計) 
879 

(合計) 
844 

(合計) 
813 

(合計) 
781 

(合計) 
748 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

879 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

844 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

813 

 

(引渡量) 

0 

(独自処理量) 

781 

 

(引渡量) 

0 
(独自処理量) 

748 

その他の 

ガラス製容器 

(合計) 
1,532 

(合計) 
1,494 

(合計) 
1,460 

(合計) 
1,423 

(合計) 
1,384 

(引渡量) 

992 

 

(独自処理量) 

540 

 

(引渡量) 

962 

 

(独自処理量) 

532 

 

(引渡量) 

935 

 

(独自処理量) 

525 

 

(引渡量) 

906 

 

(独自処理量) 

517 

 

(引渡量) 

875 

 

(独自処理量) 

509 

 

ペットボトル 

(合計) 
2,110 

(合計) 
2,194 

(合計) 
2,286 

(合計) 
2,375 

(合計) 
2,461 

(引渡量) 

1,055 

 

(独自処理量) 

1,055 

(引渡量) 

1,097 

 

(独自処理量) 

1,097 

(引渡量) 

1,143 

 

(独自処理量) 

1,143 

(引渡量) 

1,188 

 

(独自処理量) 

1,187 

(引渡量) 

1,231 

 

(独自処理量) 

1,230 

※その他ガラス製容器の独自処理量に、生きビンも含まれている。 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務

省令で定める物の量の見込み 

 ＝過去５年間の実績×増減割合×人口変動率 

    

  人口変動率については「船橋市人口ビジョン」の将来人口推計（令和元年５月見直

し）から設定した。 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

655,516人 

(対前年度比) 

0.22％増 

656,938人 

(対前年度比) 

0.22％増 

658,360人 

(対前年度比) 

0.22％増 

659,444人 

(対前年度比) 

0.16％増 

660,529人 

(対前年度比) 

0.16％増 

 



 

 ５ 

１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法８条第２項第５号） 

 

分別収集の実施主体 

容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 
収集・運搬段階 

（収集の実施者） 

選別・保管等

段階 

金属 
スチール製容器 資源ごみ 

（カン・金属類） 

委託業者による 

定期収集 
委託業者 

アルミ製容器 

ガラス 

無色のガラス製容器 

資源ごみ 

（ビン） 

委託業者による 

定期収集 
委託業者 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

プラス

チック 
ペットボトル 

資源ごみ 

（ペットボトル） 

委託業者による 

定期収集 
委託業者 

 

１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法８条第２項第６号） 

 

分別収集の用に供する施設整備計画 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 資源ごみ 

（カン・金属類） 

ＰＰ袋 

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 

２ｔ 

平ボディー車 

ビン・カン・ペット 

リサイクルセンター 

（選別・圧縮施設） 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

資源ごみ 

（ビン） 

ＰＰ袋 

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 

２ｔ 

平ボディー車 
茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

ペットボトル 
資源ごみ 

（ペットボトル） 

ネット状 

回収容器 

２ｔ 

パッカー車 

 



 

 ６ 

分別収集に必要な施設計画（その１）【排出段階】 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 
排出容器 容器の仕様 管理主体等 備考 

カン・金属類 

(スチール・アルミ混合) 
ＰＰ袋 

材質：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 

寸法：縦６００ｍｍ 

   横１,０００ｍｍ 

市 

(配布・回収は 

委託業者) 

 

ビン 

（色混合） 

ペットボトル 
ネット状 

回収容器 

材質：ポリエチレン 

寸法：縦１，０００ｍｍ 

   横１，０００ｍｍ 

市 

(配布・回収は 

委託業者) 

 

 

 

分別収集に必要な施設計画（その２）【集積場所】 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 
集積場所 収集方式 管理主体等 備考 

カン・金属類 

(スチール・アルミ混合) 

ごみ収集 

ステーション 
ステーション方式 市民  

ビン 

（色混合） 

ペットボトル 

 

 

分別収集に必要な施設計画（その３）【運搬段階】 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 
車両 車両の仕様 管理主体等 備考 

カン・金属類 

(スチール・アルミ混合) 
資源ごみ収集用 

平ボディー車 
型式：最大積載量２ｔ 委託業者  

ビン 

（色混合） 

ペットボトル 

ペットボトル 

収集用 

パッカー車 

型式：最大積載量２ｔ 委託業者  

 

分別収集に必要な施設計画（その４）【中間処理段階】 



 

 ７ 

施設の種類 

対象とする 

容器包装廃棄物

等の種類 

施設等の仕様（形状・ 

形式・能力・数量等） 

及び整備計画 

管理主体等 
参考欄 

（現状施設状況） 

ビン・カン・ペット 

リサイクルセンター 
 昭和６２年１１月から供用開始   

選別・圧縮施設 

カン・金属類 

(スチール・ 

アルミ選別) 

（仕様） 

主要機器：ベルトコンベアー 

磁選機 

アルミ選別機 

プレス機 

能  力：２５ｔ／日 

委託業者 

 

ビン 

(無色・茶・その

他の色選別及び

生きビン選別) 

（仕様） 

主要機器：ベルトコンベアー 

磁選機 

能  力：４２ｔ／日 

ペットボトル 

（仕様） 

主要機器：ベルトコンベアー 

減容機 

能  力：８．０ｔ／日 

 

ストックヤード 

スチール製容器 

（仕様） 

形状：屋外ストックヤード 

容積：１０１ｍ３ 

委託業者 

 

アルミ製容器 

（仕様） 

形状：屋内ストックヤード 

容積：１２０ｍ３ 

 

無色の 

ガラス製容器 

（仕様） 

形状：屋外ストックヤード 

容積：３４ｍ３ 

 

茶色の 

ガラス製容器 

（仕様） 

形状：屋外ストックヤード 

容積：３４ｍ３ 

 

その他の 

ガラス製容器 

（仕様） 

形状：屋外ストックヤード 

容積：５７ｍ３ 

 

ペットボトル 

（仕様） 

形状：屋内ストックヤード 

容積：１０５ｍ３ 

 

 



 

 ８ 

１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

①学識経験者・事業者・廃棄物処理業者・民間団体の代表者等からなる、船橋市廃棄

物減量等推進審議会において、廃棄物の適正処理とごみの減量・資源化等について

の審議を進めていく。 

・発 足  平成５年４月 

・任 期  ２年 

 

②分別収集を円滑でより効率的に行うため、既に発足されている船橋市廃棄物減量等

推進員制度の取り組みをより一層進めていく。 

（推進員は、市内２４コミュニティから自治会及び各種団体からの推薦に基づき市 

長が委嘱） 

・発 足  平成７年５月 

・任 期  ２年 

・主な職務 

ａ．ごみの減量、資源分別回収の推進運動 

ｂ．ごみの適正な排出指導と集積場の清潔保持の活動 

ｃ．不法投棄防止等地域環境美化に関する活動 

ｄ．地域のごみ処理等の問題点と意見の把握（市への連絡） 

ｅ．市の清掃関係ＰＲ活動への協力 

 

③段ボールと紙パックについては、有価物として市民団体により回収され、拠点回収

を行っていたが、平成８年に市内全域で回収方法を「拠点回収」から「ステーショ

ン回収」に一元化した。 

 

容器包装物の種類 分別の区分 

 

収集・運搬段階 

（収集の実施者） 

選別・保管等 

段階 

紙類 
段ボール 有価物（段ボール） 有価物回収協同組合に

よる定期収集 
有価物回収協同組合 

飲料用紙製容器 有価物（紙パック） 

 

（単位：ｔ） 

分別区分 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

段ボール 6,874     7,025 7,198 7,352 7,488 

紙パック 104   113 124 135 147 

 


